
6
月
と
8
月
の
介
護
保
険
特
別
徴
収
の

仮
徴
収
額
を
平
準
化
し
ま
す

保
険
料
が
均
等
に
な
る
よ
う
に

長
寿
介
護
課
高
齢
福
祉
係
☎
34
・
2
1
0
3

広報たわらもと 2013.5

情報ホットラインワイド版 町民の皆さんにお知らせしたい情報をドンと
拡大して掲載しています。

　

介
護
保
険
料
の
支
払
方
法
が
特
別
徴
収

（
年
金
天
引
き
）
の
人
は
、
年
６
回
あ
る

納
期
の
前
半
を
仮
徴
収
、
後
半
を
本
徴
収

と
し
て
納
付
し
て
い
ま
す
が
、
収
入
の
変

動
や
介
護
保
険
料
の
改
正
が
あ
る
と
、
仮

徴
収
と
本
徴
収
の
納
付
額
に
ば
ら
つ
き
が

出
て
し
ま
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
年
間
を
通
じ
て
で
き
る
だ

け
均
等
な
額
と
な
る
よ
う
に
、
６
月
と
８

月
の
仮
徴
収
額
を
変
更
し
ま
す
。

特
別
徴
収
と
は

　

年
金
受
給
額
が
年
額
18
万
円
以
上
の
人

を
対
象
に
、
年
金
か
ら
介
護
保
険
料
が
差

し
引
か
れ
る
こ
と
で
す
。

仮
徴
収
、
本
徴
収
と
は

◆
仮
徴
収

　
（
４
月
・
６
月
・
８
月
）

　

保
険
料
は
、
前
年
の
所
得
な
ど
に
応
じ

て
決
ま
り
ま
す
が
、
決
定
す
る
ま
で
の
間

の
３
回
は
、
前
年
度
の
２
月
と
同
額
を
仮

に
納
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

◆
本
徴
収

　
（
10 

月
・
12 

月
・
翌
年
２
月
）

　

前
年
の
所
得
な
ど
に
応
じ
て
決
定
し
た

年
間
の
保
険
料
か
ら
、
仮
徴
収
で
納
付
し

た
額
を
差
し
引
い
た
残
り
の
保
険
料
を
３

回
で
納
付
し
ま
す
。

 

平
準
化
と
は

　

４
月
・
６
月
・
８
月
の
仮
徴
収
額
は
、

原
則
、
前
年
度
２
月
の
本
徴
収
額
と
同
額

と
な
り
ま
す
が
、
平
成
24
年
度
は
介
護
保

険
料
の
改
正
が
行
わ
れ
、
現
在
、
す
で
に

前
半
と
後
半
の
保
険
料
に
差
が
あ
る
人
も

多
い
た
め
、
こ
の
ま
ま
仮
徴
収
を
行
う
と

１
年
間
の
介
護
保
険
料
が
前
半（
仮
徴
収
）

と
後
半（
本
徴
収
）で
偏
っ
た
ま
ま
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
１
年
間
を
通
じ
て
保
険
料
が

で
き
る
だ
け
均
等
に
な
る
よ
う
６
月
・
８

月
の
徴
収
額
を
変
更
し
、
特
別
徴
収
の
介

護
保
険
料
の
平
準
化
を
図
り
ま
す
。

※
平
準
化
す
る
こ
と
で
、
介
護
保
険
料
の

年
額
が
変
わ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
平
準
化
の
対
象
者
に
は
、
５
月
中
旬
に

通
知
し
ま
す
。
65
歳
以
上
の
人
の
介
護

保
険
料
と
納
付
方
法
は
、
７
月
中
旬
に

通
知
し
ま
す
。 

仮徴収 本徴収
4 月 6 月 8 月 10 月 12 月 平成 25 年 2 月

7,000 円 7,000 円 9,800 円 10,000 円 9,800 円 9,800 円

仮徴収 本徴収
4 月 6 月 8 月 10 月 12 月 平成 26 年 2 月

9,800 円 8,400 円 8,400 円 9,000 円 8,900 円 8,900 円

仮徴収 本徴収
4 月 6 月 8 月 10 月 12 月 平成 26 年 2 月

9,800 円 9,800 円 9,800 円 8,000 円 8,000 円 8,000 円

平準化の参考例
所得段階が第４段階の人 ：本人が住民税非課税で、世帯員に住民税課税者がいて、本人の

合計所得金額と課税年金収入の合計額が 80 万円を超える人

●前々年所得で保険料の年額を算出。仮徴収で半分
が支払われるように、6・8 月分の保険料を算出 

53,400 円 ÷ ２－ 9,800 円＝ 16,900 円
16,900 円 ÷ ２＝ 8,450 円→　8,400 円

●前年所得で保険料の年額を算出。仮徴収で納付した分
を差し引き、残額を 3 回で納付

53,400 円－（9,800 円＋ 8,400 円 ×2）＝ 26,800 円
26,800 円 ÷3 ≒ 8,933 円
100 円未満の端数は 10 月にまとめて徴収

保険料年額　53,400 円

平成 24 年度

平成 25 年度
平準化しない場合

保険料年額　53,400 円

平準化する場合

保険料年額　53,400 円

｝

前年度 2 月と同額

｝
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☎ 0744-32-2901
町役場の代表電話番号 税など 暮らし・環境 保険・年金 健康・福祉 子育て・教育

まちづくり 催し・講座 就職・募集 選挙 お知らせ

高
齢
者
ク
ラ
ブ
の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す

60
歳
以
上
の
皆
さ
ん
、
趣
味
を
楽
し
み
ま
せ
ん
か
？

公
民
館
（
青
垣
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
内
）
☎
32
・
6
1
9
1

対
象　

60
歳
以
上
の
町
内
在
住
者

受
講
料　

1
0
0
0
円

　
　
　
　
（
囲
碁
、
ス
ポ
ー
ツ
を
除
く
）

※
受
講
料
の
ほ
か
に
、
臨
時
に
材
料
費
な

ど
が
必
要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
込
方
法　

直
接
公
民
館
で
申
し
込
む

　

申
込
用
紙
に
ク
ラ
ブ
名
・
住
所
・
氏
名
・

小
学
校
区
・
年
齢
・
電
話
番
号
を
記
入
し
、

受
講
料
を
添
え
て
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

公
民
館
に
来
館
で
き
な
い
場
合
は
、
ハ

ガ
キ
で
申
し
込
む

　

ハ
ガ
キ
に
ク
ラ
ブ
名
・
住
所
・
氏
名
・

小
学
校
区
・
年
齢
・
電
話
番
号
を
記
入
し
、

受
付
期
間
内
に
郵
送
で
申
し
込
ん
で
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
受
講
料
は
、
5
月
31
日
㈮
ま
で

に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

送
付
先　

〒
6
3
6
・
0
2
4
7　

田
原
本
町
阪
手
2
3
3
の
1　

田
原
本
青

垣
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー　

公
民
館
あ
て

※
電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
の
申
込
は
で
き
ま
せ

ん
。

※
申
込
は
1
人
2
ク
ラ
ブ
ま
で
で
す
。（
囲

碁
、
ス
ポ
ー
ツ
は
除
く
）

※
申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選
し
、
結
果
は

後
日
通
知
し
ま
す
。

※
申
込
が
定
員
の
3
割
に
満
た
な
い
と
き

は
、
ク
ラ
ブ
を
開
催
し
ま
せ
ん
。

受
付
期
間　

 

5
月
5
日
㈰
～
19
日
㈰

　
　
　
　
　
（
休
館
日
の
月
曜
日
を
除
く
）

受
付
場
所　

公
民
館

注
意
事
項

※
各
ク
ラ
ブ
の
開
講
日
（
6
月
か
ら
）
に

年
間
計
画
に
つ
い
て
説
明
を
し
ま
す
の

で
必
ず
出
席
し
て
く
だ
さ
い
。

※
都
合
に
よ
り
、
学
習
内
容
・
実
施
日
時

な
ど
を
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

名　称 講　師 定員 期　日

生け花 岡本武子 25 人 第 3 土曜日午前 10 時～

折り紙 乾宏子 35 人 第 2 土曜日午後 1 時 30 分～

絵手紙 古井友規子 35 人 第 1 木曜日午前 10 時～

民舞 脇本峰子 30 人 第 1 金曜日午後 1 時 30 分～

名　称 講　師 定員 期　日

囲碁 20 人 第 2 木曜日午後 1 時 30 分～

書道 野村吉次 50 人 第 1 水曜日午後 1 時 30 分～

俳画 菊池孝子 35 人 第 4 火曜日午後 1 時 30 分～

民謡 向田都 30 人 第 3 木曜日午後 1 時 30 分～

スポーツ 40 人 第 4 木曜日午後 1 時 30 分～

■高齢者クラブ一覧表

　「腰痛ひざ痛がある」「姿勢が気になる」「歩く速
度が遅くなってきた」「日常生活で大変になってき
ている動作がある」など、理学療法士に個別相談し、
あなただけの体操や生活のアドバイスを受けて以前
の快適な生活を取り戻しましょう！
平成 24 年度参加者の声

参加させてもらって姿勢が良くなりました。
決まった時間にはできないけど、毎日少しでも継
続しています。
歩くのが前よりましになりました。

もう、歳だからとあきらめてめていませんか？

介護予防相談会
長寿介護課☎ 34-2052

日程　６月 14 日㈮
場所　町役場 101 会議室
対象　65 歳以上の町民で介護認定を受けていない人
相談時間　1 人当たり 30 分
定員　10 人
申込　5 月 10 日㈮から、長寿介護課に電話で。

（定員になり次第締切）
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